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長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例
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1 条例改正の概要

(1)改正理由

国の林泥董施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基

準」の一部を改正する省令(令和3年3月31日厚生労働省令第80号)が公布さ

れたことに伴い、本市の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及

び運営に関する基準を定める条例について、見直しを行う必要があるため。

なお、基準条例を定めるにあたっては、、省令で定める基準に従い、省令で定める

基準を標準として、又は省令で定める基準を参酌して定めるものとされている。

②改正する条例

長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年長崎市条

例第5 1号)

③改正方針

「従うべき基準」については、省令の基準に従い、「参酌すべき基準」については、

本市においても必要な内容であるため、省令の基準の改正内容のとおり改正する。

(今回の省令の改正項目の中に「・標準とすべき基準」はない。)

④改正内容(ア~工の各項目とも全施設に共通)

アハラスメント対策の強化

適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会均等法等における

ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント防止のため

の必要な措置を講じなけれぱならないこととする。

(該当条文:第8条の2)※参酌すべき基準

イ業務継続に向けた取組の強化

感染症や災害が発生した場合であっ"ても、利用者に対する処遇を継続的に行う

ための体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練(シ

ミュレーション)の定期的な実施等を義務づける。(令和6年3月31日までの

間は努力義務とする経過措置を設ける。)

(該当条文:第8条の3)※従うべき基準

ウ災害への地域と連携した対応の強化

災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、避難等

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなけれぱなら

ないこととする。

(該当条文.第9条第3項)※参酌すべき基準



工感染症等対策の強化

感染症又は食中毒の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、

委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練(シミュレーション)の実施を義務付

ける。(令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を設ける。)

信亥当条文:第19条第2項(第27条、第33条及び第39条において準用))

※従うべき基準

⑤施行期日令和3年8月1日

⑥各施設の概要

ア救護施設

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保

護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設

長崎市内の施設:2施設【彦山の森(定員50名)・あいこう園(定員70名)】

イ更生施設

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入

所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設

長崎市内の施設:なし

ウ授産施設

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要

保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、そ

の自立を助長することを目的とする施設

長崎市内の施設:1施設【八坂授産場(定員30名)】

工宿所提供施設

住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設
長崎市内の施設.なし
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2 新旧対照表

省令の基準の類型

類型

従うべき基準

省令の基準と条例で定める

基準の関係

標準とすべき基準

必ず適合しなけれぱならない

参酌すべき基準

通常よるべき基準としつつ、

合理的な理由がある範囲内

で、異なる内容を定めること

が許容される

長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条伊K平成24年長崎市条例第51号)

1 1・・・従うべき基準

十分に参酌した結果としてで

あれぱ、地域の実情に応じて、

異なる内容を定めることが許

容される

・配置する職員及びその員数

,居室の床面積

・利用者の適切な処遇及び安全

の確保並びに秘密の保持に密

接に関連するもの

基準の例

(就業環境の整備)

第8条の2 救護施設等は、利用者に対し適

切な処遇を行う観点から、職場において行

条例(改正案)

われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な

・利用定員

範囲を超えたものにより職員の就業環境が

害されることを止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなけれぱならな

い。

「従うべき基準」及び「標準と

すべき基準」以外の基準

(業継続計画の定等)

^一敷護施設等ほC感築症や非膏、焚
害の発生蒔iビおいて、利用著1ξ対す7る処邇

継続的に行うための、及ぴ非常時の体制

〔新設〕

で早期の業再開図るための計画(以下

「業継士計画という。)を策定し、当該

条例(現行)

業継続計画に従い必要な措智を講じなけ

れぱならない。

2 救三施設等は 員に対し、業務継続計画

〔新設〕
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仁っいて周知'す葛Σ三もiこ、_必婁な研修友

歌司11練を定期南一長璽施じなげ五、ぼならな

f3 救手稔ヌ蔓等ぼこ池期西区葉霧緩薪哥画め

条例(改正案)

頁値モ、を行い、必薊翫'tて楽務癖匪哥画

河変重を行う、ゐΣ手る託

(非常災害対策)

第9条〔略〕

2 〔略〕

3 救護施設等は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう連携に努めなけれぱならない。

(衛生管理等)

第19条〔略〕

互裁護施設ぼ二当貪支薮護施t設Rおいて感果
寔又1ま食市毒示発亜じ;戈ほま元延ιなが

条例(現行)

匡三長じ次に掲げる措置ぎ講じな1チ五ぼ溺
1ぢliば"し'、。、'1

(非常災害対策)

第9条〔略〕

2 〔略〕

〔棄斤設〕

血1_当該薮護肱設禧お仔る感簗症及赤食甲
毒φ〒防及、びま元延の防正のだめゐ蔚条

.

検討する委員会(テレビ電話装置その

極めー一通信機器を活用、じて行うことが

.

熟き高毛φεす冬J菱定期南i手痢確手る

ぞぞ毛1ヒ又、ぞゐ結果にっいて、職員i三肩知

(衛生管理等)

第19条〔略〕

2 救護施設は、当該救護施設において感染

症又は食中毒が発生し、又はまん延しない

よう必要な措置を講じなけれぱならない。

徹底を図ること。;

②当該救護施設における感染症及び食中
^.^■^

毒ゐ亨防及ぴま元延め砺正めだ局め手訟干

菱薑備するご苫罰

《ヨ_当該
染症及ぴ食生の予及びまん延の止

言

のための研修並ぴに感染症の予及びま

畔雁効

元延の正のだ、めめ訓績、ぎ是期西区実施

施設において、職員に対し、感

する1二ど'、1

〔新設〕

〔新設〕
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